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「募集」 「催し」 「お知らせ」 など暮らしに役立つ情報をお届けします。 CITY TOPICSCITY TOPICS

労働１１０番開設

物価が上がったが賃金が上がらない、

解雇や倒産、賃金未払い、パワハラ、

コロナ関連など、その悩み諦めないで

お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します(相談無料、匿名

可)。

▲

日時：６/３ ㈯ ・４ ㈰ 

　９:００～１７:００

問問佐野地区労働組合会議（浅沼町

７９６　佐野市勤労者会館内）

☎２２-２６３３（来所相談可）

学生納付特例制度について

現在、在学中の学生の方も２０歳にな

ると国民年金に加入し、保険料を納付

していただくことになります。

ただし、本人の前年所得が一定額以下

であれば、申請により在学中の保険料

納付が猶予される「学生納付特例制度」

を利用することができます。

申請は年度ごとに必要となりますが、

昨年度、学生納付特例の承認を受け、

今年度においても在学予定である方に

は、日本年金機構から申請用紙が送ら

れていますので、必要事項を記入の上、

ご返送ください。

今年度２０歳になる方は、基礎年金番

号通知書が届きましたらお手続きくだ

さい。

▲  

受付場所：医療保険課年金係（１階）、

田沼・葛生行政センター、各支所

▲  

申請に必要なもの：

　・ マイナンバーカードまたは基礎年

金番号通知書

　・ 学生証の写し（両面）または在学

証明書（原本を確認します）

　・ 運転免許証など本人を確認できる

もの

※猶予期間の取り扱いなど詳しく

はお問い合わせください。

問問医療保険課年金係 ☎２０-３０１９

栃木年金事務所 ☎０２８２-２２-６０７４

特設行政相談を開催

生活の中の困り事や国など行政機関

への意見や要望などに行政相談委員

が無料で相談に応じます。

▲

日時：６/３０ ㈮ １０:００～１３:００

▲  

会場：イオンモール佐野新都市セ

ントラルコート

問問総務省栃木行政監視行政相談セン

ター ☎０２８-６３４-４６８０

とちぎジョブモール「巡回
セミナー」・「巡回相談会」

求職活動中の方を対象に、とちぎジョ

ブモールの就労に関する専門スタッフ

によるとちぎジョブモール巡回セミ

ナーと巡回相談会を開催します。

※巡回セミナーと巡回相談会は、雇用

保険受給中の就職活動の実績になりま

す。

▲

日程：６/２２ ㈭  

▲  

会場：市役所３０２会議室（３階）

申申６/２０  ㈫  １６:００までに電話にて

産業政策課（☎２０-３０４０）

巡回セミナー

▲  

時間：１０:３０～１２:００

▲  

内容：ビジネスマナー見直し講座

巡回相談会

▲  

時間：１３:００～１６:００（一人１

時間程度）

▲  

内容：就職活動へのアドバイス・適

職相談・履歴書の書き方・面接の受

け方

問問栃木県足利労政事務所

☎０２８４-４１-１２４１

教育委員に就任

５月１９日付で次の方が教育委員会委

員に就任しました。※敬称略

・茂木　郁夫（新任）

問問教育総務課 ☎２０-３１０６

優良町会

相生町（佐野）、金屋仲町、金井上町、

庚申塚町、犬伏中町、堀米町（七区）、

田之入町、並木町（花岡）、寺久保町、

角町、下田沼、瓦町、吉水新田、栃本上、

戸室、船越北、御神楽、長谷場、白岩、

下作原、戸奈良西、山形、梅園、閑馬下、

下彦間上、飛駒１区、飛駒２区、飛駒

３区、本町（葛生）、倭町、相生町（葛

生）、泉町、万町（葛生）、築地、片倉、

富士見町、中町、会沢第一、会沢第二、

会沢第三、山菅、正雲寺、田名網、小

屋、下牧、上牧、上仙波、大釜、柿平、

水木、下秋山、上秋山　※町会番号順

努力賞町会

新吉水町南、吉水町、鐙塚町、免鳥町

（免鳥）、韮川町

詳しくは市ホームページをご覧くださ

い。

問問環境政策課  ☎２３-８１５３

ごみ分別排出優良町会・
努力賞町会を表彰しました
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☎0277-43-7888
リサイクルマートMEGA ドン ・ キホーテ桐生店

工業用ミシン工業用ミシン無料回収します︕
ミシン本体は海外で再利用されます

モーター・足・天板は形を変えてリサイクル！

特殊ミシン・古いモデル・壊れていても・2 階にあっても OK!

本社︓足利市葉鹿町 746-3
店舗︓桐生市永楽町 5-10

安心の実店舗型リサイクルショップです

CITY TOPICSCITY TOPICS 問＝問合せ　申＝申込先

空き地の適正な管理をお願
いします

佐野市きれいなまちづくり推進条例で

は、空き地等の所有者などは「その周

辺の良好な生活環境を損なうことのな

いよう適正に管理しなければならな

い」と定めています。

土地を適正に管理していないと、雑草

の道路等への伸び出し、害虫の発生、

ごみの不法投棄場所となってしまうな

ど、近隣の方に多大な迷惑をかけるこ

とがあります。空き地などの所有者は、

定期的に見回りをするなど、適正な管

理をお願いします。

問問環境政策課 ☎２０-３０１３

ごみの不法投棄は、法律により５年以

下の懲役もしくは１千万円以下の罰金

またはこの両方が科せられます。

また、投棄者が分からないときはその

土地の所有（管理）者が片付けること

になります。

ごみを捨てられないような対策をお願

いします。

問問環境政策課 ☎２３-８１５３

６月はごみの不法投棄防止
重点監視月間

「協会けんぽ」からの
お知らせ

令和５年４月納付分より協会けんぽ栃

木支部の健康保険料率は、９．９０％か

ら９．９６％へ引き上げとなりました。

また、介護保険料率は１．６４％から

１．８２％へ引き上げとなりました。

生活習慣病予防健診（一般健診）が、

お得に受診できるようになりました。

詳しくは協会けんぽのホームページを

ご確認ください。

問問協会けんぽ栃木支部 

☎０２８-６１６-１６９２

危険物安全週間が６/４ ㈰ 〜１０ ㈯ の

１週間実施されます。

私たちの身近には、日常よく手にする

もので危険物とされている天ぷら油・

灯油・ガソリン・油性塗料・スプレー

製品などがあります。危険物事故の多

くは｢慣れによる油断・取り扱いミス・

認識不足｣などによるものです。

この機会に、家庭や職場などで危険物

に対する怖さを再認識し、危険物によ

る事故防止にご協力をお願いします。

令和５年度危険物安全週間推進標語

｢意志つなぐ　連携プレーで　事故防ぐ」

問問消防本部予防課

☎２３-９９１０

令和５年度危険物安全週間
の実施

６月１日から７日までは
「水道週間」

上下水道局では、いつでも安全なおい

しい水道水を提供しています。

熱中症対策などに水道水をぜひご利用

ください。

令和５年度スローガン

「水道水　安心・安全　これからも」

問問上下水道局企業経営課

☎２２-１６９６

下水道が使えるようになり
ました

高萩町、黒袴町、出流原町、田沼町、

吉水町、新吉水町、吉水駅前三丁目、

多田町、山越町、中町、鉢木町の各一

部で、公共下水道が使えるようになり

ましたので、接続をお願いします。

詳しくは下水道課までお問い合わせく

ださい。

問問上下水道局下水道課 ☎２３-１１２０

本市の公示価格

１月１日時点の公示価格が公表されま

した｡

公示価格は、国土交通省が公示する毎

年１月１日時点の標準地の正常な価格

（１㎡当たり）で、皆さんに土地の正

常な価格を知っていただき、土地取引

の目安にしていただくものです。

標準地および公示価格については､栃

木県または国土交通省ホームページを

ご覧ください｡

なお、都市整備課（５階）､田沼・葛

生行政センター､各支所､各図書館で

閲覧することができます｡

▲栃木県　　　　 ▲国土交通省

問問都市整備課 ☎２０-３１０１

ナンバープレートの無い農
耕車両などをお持ちの方へ

原動機付自転車や小型特殊自動車を所

有している方は、必ず標識（ナンバー

プレート）の交付を受けてください。

車両を所有している場合、公道の走行

にかかわらず標識を取り付ける必要が

あります。

なお、標識の交付を受けた車両には、

軽自動車税(種別割)が課税されます。

問問市民税課 ☎２０-３００７


